
                     

   綾瀬市妊婦健康診査助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、妊婦の健康管理及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診

査（以下「妊婦健診」という。）を受けた者に対し、その費用の一部を助成するこ

とについて必要な事項を定めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 妊婦健診の助成を受けることのできる者（以下「対象者」という｡ ）は、妊

婦健診の受診時点で住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第５条の規定によ

る本市の住民基本台帳に記載されている妊婦とする｡ 

 （補助券の申請等） 

第３条 市長は、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１５条の規定による妊

娠の届出をした者に対し、綾瀬市妊婦健康診査費用補助券（以下「補助券」という

。）１４枚を交付するものとする。 

２ 本市以外の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた対象者及び補助券を紛失した

対象者は、補助券の交付を受けようとするときは、綾瀬市妊婦健康診査費用補助券

交付申込書（第１号様式）により、市長に申し込むものとする。 

３ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、適正

と認めたときは、当該申込みをした者に対し、妊娠週数に応じた枚数（１４枚を限

度とする。）の補助券を交付することで助成を行うものとする。 

 （補助券の額等） 

第４条 補助券の単価は、医療機関専用券及び２回目は１０，０００円、３回目から

１４回目までの補助券は４，０００円とする。 

２ 補助券の有効期限は、分娩の前までとする。 

３ 対象者でなくなった者は、速やかにその所持する補助券を市長に返還しなければ

ならない。  

 （補助券の利用） 

第５条 補助券の交付を受けた者が、委託医療機関（神奈川県産科婦人科医会に加入

している医療機関をいう。以下同じ。）で妊婦健診を受けるときは、当該委託医療

機関に補助券を提出するものとする。 

２ 前項の規定により補助券を提出した者は、妊婦健診にかかった費用から第４条の



                     

補助券の単価を引いた金額を委託医療機関に支払うものとする。 

３ 補助券利用枚数は、妊婦健診ごとに１回１枚とする。 

４ 妊婦健診を実施した医療機関における妊婦健康診査費用が、補助券に記載された

金額未満だった場合は、補助券を使用することはできない。 

 （助成金の請求） 

第６条 助成金の請求は、原則として、神奈川県産科婦人科医会が取りまとめて行う

するものとする。この場合において、委託医療機関は、補助券の提出を受けた日の

属する月の翌月の１０日までに補助券を添えて神奈川県産科婦人科医会に請求する

ものとする。 

２ 神奈川県産科婦人科医会は、委託医療機関から送付された補助券を集計し、補助

券を添えて、市長に請求するものとする。 

 （助成金の支払い） 

第７条 市長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、神奈川県産科婦人

科医会に、請求のあった日から３０日以内にこれを支払うものとする｡ 

 （償還払い） 

第８条 対象者は、次の各号のいずれかの理由により妊婦健診に要した費用の全額を

自ら支払った場合は、未使用の補助券に領収書等（妊婦健診に要した費用を支払っ

たことを証する書類）及び母子健康手帳等妊婦健康診査結果の記録を添付し、綾瀬

市妊婦健康診査助成申請書（第２号様式）により、受診後１年以内に市長に申請す

るものとする。 

(1) 委託医療機関以外の医療機関又は助産院で受診したとき。 

 (2) 妊婦健康診査費用助成金額以下で受診したとき。 

 (3) 市に転入をした日以降に、妊婦健診を受けた者が、補助券の交付を受ける前の

ため、妊婦健診時に補助券の使用ができなかったとき。 

 (4) その他市長が特に必要と認めたとき。 

２ 費用の助成については、補助券の金額の範囲内とする。 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交

付の可否を決定し、綾瀬市妊婦健康診査助成金交付（不交付）決定通知書（第３号

様式）により対象者に通知するものとする。 

４ 助成金の請求については、前項の交付決定通知受理後、速やかに市指定の請求書



                     

を提出するものとする。 

５ 前項の支払いについては、前条の規定を準用する。 

 （交付台帳の備え付け） 

第９条 市長は、常に補助券及び助成金の交付状況その他必要事項を明らかにしてお

かなければならない。 

 （譲渡の禁止等） 

第１０条 補助券はこれを譲渡し、又は担保にすることはできない。 

２ 偽りその他不正な行為により補助券の交付、妊婦健診を受け、又は妊婦健診の支

払いを受けたものがあるときは、市長は、その者から補助券又は当該補助券に相当

する費用を返還させるものとする。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１月1日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成３１年３月２９日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 



                     

第１号様式（第３条関係） 

綾瀬市妊婦健康診査費用補助券交付申込書 

 

                             年  月  日 

（宛先）綾瀬市長 

 

綾瀬市妊婦健康診査助成金交付要綱第３条に基づき、次のとおり申し込みます。ま

た、健診結果について、医療機関等から市へ報告することに同意します。  

                申込者氏名          （続柄   ）    

妊産婦氏名 
ふりがな              （電話            ） 

 
生年月日   年    月   日（   歳） 

夫 氏名 
ふりがな                 （電話            ） 

 
            生年月日   年    月   日（   歳） 

居 住 地 
〒                      

綾瀬市 

今回の妊娠 

について 

妊娠週数              週（     か月） 

分娩(予定)日       年     月   日 

申請理由 １ 転入  ２ その他（     ）      母子健康手帳番号         

交付を希望する補助券の種類にチェックしてください。 

□ 妊婦健康診査費用補助券 

種 類 申請分 種 類 申請分 種類 申請分 

医療機関専用券  ６回目  11回目  

２回目  ７回目  12回目  

３回目  ８回目  13回目  

４回目  ９回目  14回目  

５回目  10回目    



                     

第２号様式（第８条関係） 

綾瀬市妊婦健康診査助成申請書 

年  月  日 

（宛先） 

綾 瀬 市 長 

住  所 綾瀬市              

申請者 氏  名                  

                電話番号    （   ）         

 綾瀬市妊婦健康診査助成金交付要綱第８条に基づき、証明書類を添えて次のとおり申

請します。なお、助成金支払事務にあたり、住民基本台帳を確認すること、領収書の

内容について医療機関に確認することに同意します。 

対象者氏名 

ふりがな  

氏名 生年月日   年   月   日生 

住所 綾瀬市 

補助券番号  出産予定日  

申請理由 

１ 委託外医療機関・助産院で受診したため。 

  理由：□里帰り 

    ：□その他（                 ） 

２ 妊婦健康診査費用が補助券記載金額未満であったため。 

 

３ その他 

医療機関名                所 在 地 

電話番号    （   ） 

補助券種類 受診日 受診費用 ※助成金額 補助券種類 受診日 受診費用 ※助成金額 

医療機関専用券    ８回目    

２回目    ９回目    

３回目    10回目    

４回目    11回目    

５回目    12回目    

６回目    13回目    

７回目    14回目    

受診費用合計額  

助成金申請額  



 

第３号様式（第８条関係）                

年  月  日 

 

綾瀬市妊婦健康診査助成金交付（不交付）決定通知書 

          

         様 

       

綾 瀬 市 長  印 

 

 

 

  年 月 日付けで提出のありました綾瀬市妊婦健康診査助成金交付申請について、

次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 交付の可否  交付する。 

交付しない。（理由：                ）                  

２ 交付内容 

対象者氏名 

ふりがな  

氏名 
 

補助券番号  

補助券種類 助成決定金額 補助券種類 助成決定金額 

医療機関専用券  ８回目  

２回目  ９回目  

３回目  10回目  

４回目  11回目  

５回目  12回目  

６回目  13回目  

７回目  14回目  

 

助成金額合計 
 

 

円 
 

 


